
建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育
ご　　案　　内ご　　案　　内

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育
ご　　案　　内

　　建設工事現場における労働災害の防止を徹底するためには、建設工事に係る元方事業
　者及び関係請負人がそれぞれの責務の履行にあわせて、建設工事に従事する労働者も災
　害防止の重要性を認識し、事業者が行う労働災害防止活動に協力することが重要です。
　　このため、建災防においてはヒューマンエラーの観点から、建設現場で働く労働者が
　守らなければならない労働安全衛生法の遵守事項等の基本的事項について周知徹底する
　ため「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針」を示し、推進を
　図っています。
　　同教育は、厚生労働省においてその普及を求めているほか、国土交通省において同教
　育を実施することの働きかけを求め、その普及を進めているところです。
　　標記教育は建災防が事業者に代わって下記により実施いたしますので関係工事現場に
　おける本教育の受講について積極的に取り組まれますようご案内いたします。

建設業労働災害防止協会北海道支部

１．教育対象工事現場
　原則として20人以上の労働者がいる職場を対象として実施します。

２．教育対象者
　建設工事に従事する労働者とする。なお、職長又は安全衛生責任者も本教育の対象に含めるこ
とは差し支えありません。

３．教育カリキュラム

時 間

３０分

６０分

科　　　　目 範　　　　　　　　　　囲

・事業者の責任と労働者の遵守義務

３６０分合　　　　　　　　計

・作業行動による労働災害防止対策
　（ヒューマンエラー関係を含む。）

　労働安全衛生関係法令

１２０分

・服装及び保護具（呼吸用保護具、保護帽、安全帯等）
　の適切な装着方法
・現場での合図の種類、方法及び確認
・適切な安全指示の方法と対応
・その他労働安全衛生に関する実技訓練

　実技訓練
（現場でできる実技体験
訓練）

９０分
・現場での安全管理体制
・現場での安全点検
・有害物、有害作業、有害場所等の健康障害防止
・その他労働安全衛生に関する具体的実施事項

　職場の安全衛生に関す
る具体的実施事項

・安全施工サイクルの実施方法　安全施工サイクルに関
する事項

６０分　労働災害の事例及びそ
の対策
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北海道支部

札 幌 分 会

函 館 分 会

小 樽 分 会

岩見沢分会

旭 川 分 会

帯 広 分 会

滝 川 分 会

北 見 分 会

室 蘭 分 会

苫小牧分会

釧 路 分 会

名 寄 分 会

倶知安分会

留 萌 分 会

稚 内 分 会

浦 河 分 会

江 差 分 会

〒０６０－０００４札幌市中央区北4条西3丁目1番地

〒０６０－０００４札幌市中央区北4条西3丁目1番地

〒０４０－００３４函館市大森町１９番６号

〒０４７－００２４小樽市花園４丁目２２番１５号

〒０６８－００２７岩見沢市７条西２丁目６番地

〒０７０－００３５旭川市５条通５丁目左１０号

〒０８０－００１７帯広市西７条南６丁目２番地

〒０７３－８５１１滝川市大町１丁目８－１

〒０９３－００１２網走市南２条西３丁目１番地

〒０５１－００２３室蘭市入江町１番７４

〒０５３－００１２苫小牧市汐見町３丁目１５－２１

〒０８５－０８３２釧路市富士見町１丁目３番２号

〒０９６－００１０名寄市大通南６丁目

〒０４４－００５２虻田郡倶知安町北２条西２丁目

〒０７７－００３８留萌市寿町２丁目

〒０９７－０００１稚内市末広４丁目４番２号

〒０４３－００５５檜山郡江差町字円山２９９－１５

〒０５７－００0５ 浦河郡浦河町東町うしお２丁目３－１

北海道建設会館７階

北海道建設会館７階

函館建設業協会

小樽建設事業協会

岩見沢建設会館

旭川建設業会館

帯 広 建 設 会 館

産経会館３０３号

網 走 建 設 会 館

室蘭建設会館２階

苫小牧建設協会

釧 路 建 設 会 館

名 寄 建 設 会 館

倶知安建設会館

留 萌 建 設 協 会

稚 内 建 設 会 館

檜 山 建 設 会 館

日高地域人材開発
センター運営協会内

（０１１）２５１－２３０５（０１１）２６１－６１８７

（０１１）２５１－２３０５（０１１）２６１－６１８７

（０１３８）２６－０９６４（０１３８）２６－６７１１

（０１３４）３４－３４０１（０１３４）３４－３４００

（０１２６）２５－３０２６（０１２６）２２－２７３８

（０１６６）２３－７９３７（０１６６）２２－５１４４

（０１５５）２２－５２８４（０１５５）２４－５３０９

（０１２５）２３－３４１３（０１２５）２３－３４０３

（０１５２）４３－６８１０（０１５２）６７－６５７７

（０１４３）２２－０１１１（０１４３）２５－１２５５

（０１４４）３３－７３２８（０１４４）３６－０６６５

（０１５４）４１－７２０２（０１５４）４１－７４４７

（０１６５４）２－４１１１（０１６５４）３－９７３１

（０１３６）２２－４７９８（０１３６）２２－４７９８

（０１６４）４２－５２０３（０１６４）４２－０９６５

（０１６２）３３－５３５３（０１６２）３３－５３６４

（０１４６）２２－３８１１（０１４６）２２－３０８０

（０１３９）５２－２７２１（０１３９）５２－１８１３

分 会 名 電 話 番 号 ＦＡＸ番号住　　　　　　　　　　　　　　　所

４．受講申込
　現場所在地の当支部分会が受付けいたしますので、該当する分会事務局へ別紙「建設工事に従事する
労働者に対する安全衛生教育実施依頼書」により、お申込みください。
　なお、現場の作業内容に応じた教育内容とするため、実施依頼書には工事概要、安全管理組織図、緊
急連絡体制図等を添付してください。

５．教育実施会場
　本教育の趣旨から、原則として現場内で実施いたします。このため、現場内の会議室等を利用いたし
ますので、ご協力をお願いします。
　なお、現場内に教育に適した会議室等がない場合は、現場付近の貸会議室等を利用いたしますが、こ
の経費につきましては依頼者負担でお願いいたします。

６．講　師
　教育の講師は、建災防本部の講師養成講座を修了した者で、原則として２名１組で担当いたします。

７．教育に要する経費
　　①　受 講 料
　　

　　②　講師旅費（実費）
　　　　　この教育に要する経費は、教育終了後に建災防北海道支部からご請求いたします。
　　　　　なお、有料の会議室等を利用の場合、使用料は依頼者負担になります。
８．教育修了証
　教育を修了したものには、修了証を交付いたします。
　また、依頼者には「安全衛生教育実施報告書」を交付いたします。

９．その他
①　教育に使用する教材は、北海道支部から依頼者（現場）へ直接送付いたします。
②　本教育は原則として、１日で実施いたしますが、現場の工程の都合などで２日に分けて実施するこ
とも可能です。分会事務局とご相談下さい。

③　本教育を実施する時期は、例えば、建築工事にあっては、躯体工事又は設備工事の本工事が始まる
時期で、主だった建設従事者の現場入場が出揃う時期が適当と思われます。

④　国土交通省発注の工事に関して、本教育を実施した場合、請負工事成績評定に加点（２）されること
となっております。

　1名　教材費込み　９，４７０円（消費税込み）
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建設業労働災害防止協会
北海道支部　　　　　　分会長 殿

会社（作業所名）

代　表　者　名

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」の実施について、下記要領により
申し込みます。

令和　　年　　月　　日

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」
実　施　依　頼　書

別紙（6Ｈ様式北第１号）

※令和　　　年　　　月　　　日　建災防北海道支部ＦＡＸ連絡済※欄記入不要

令和　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　時　～　　　　時

電話　　　　　（　　　　　）

担当者名

E-mail :　　　　　　　　　　　

教育対象者　　　　　　人

１．工事現場作業所名

６．教育対象者の作業
　　内容

５．教育日程

４．工事概要

３．発 注 者

２．現場所在地


